
福島県外来医療計画の概要

Ⅰ 計画策定にあたっての基本方針

○ 外来医療について
・ 地域で中心的に外来医療を担う無床診療所の開設状況が都市部に偏っている。
・ 診療所における診療科の専門分化が進んでいる。
・ 救急医療提供体制の構築等の医療機関の連携の取組が、個々の医療機関の自主的な取組に
委ねられている。

１ 策定の趣旨

○ こうした状況を踏まえ、平成30年7月25日に「医療法及び医師法の一部を改正する法律」
が制定され、外来医療に係る医療提供体制の確保に関する事項（外来医療 計画）を策定し、
外来医療に関する情報の提供を行うと共に、医療提供体制の確保に関する協議の場を設置し、
関係者と協議を行うこととなった。

２ 計画の位置づけ

○ 医療法第30条の４第２項の規定により、「第七次福島県医療計画」の一部に位置づけられる。

３ 計画期間

○ 令和２年度から令和５年度までの４年間とする。
（令和６年度からの次期計画からは、福島県医療計画の改定に合わせ、３年ごとに見直すこ
ととする。）

１ 人口構造

○ 本県の総人口は、年々減少が続き、
2040年には1,426,392人になると推計
されている。
一方、65歳以上の高齢者の割合は

42.2％になるとされており、高齢化によ
る医療需要の増加が課題となっている。

○ 外来医療計画においては、まず、厚生労
働省が示す外来医師偏在指標の計算式によ
り、都道府県において二次医療圏単位で外
来医師偏在指標を定め、この外来医師偏在
指標に基づき二次医療圏ごとに外来医師多
数区域を定めることとされている。

○ 厚生労働省の定めたガイドラインでは、外来医師偏在指標の値が全国の二次医療圏（335医
療圏）の中で上位33.3%に該当する二次医療圏を外来医師多数区域と設定することとされて
いるが、本県においては、この外来医師多数区域に該当する二次医療圏は無い。

○ 本県の外来医師偏在指標

○ 医師偏在の度合いや、医療機器の配置状況を指標化し、地域ごとの外来医療機能の偏在等を
客観的に把握することにより、新たに開業しようとしている医療関係者等が自主的な経営判断
に当たって有益な情報として参照できるよう提供することにより、個々の医師の行動変容を促
し、外来医療機能の偏在是正を目指す。

４ 外来医療計画の実行に関する考え方

○ 本計画は、外来医療機能の偏在を是正するための方策について、各地域で議論を進めるため
の考え方を整理したものである。本計画を基に、今後、各地域の協議の場において、地域で不
足する医療機能など、地域の現状や課題等について協議をしながら、必要な施策を展開してい
く。

Ⅱ 本県の外来医療

２ 外来医療の現状

１ 外来医師偏在指標

Ⅲ 外来医療機能の不足・偏在への対応

２ 外来医師多数区域の設定

○ 県内の診療所に従事する医師の年齢階級別の構成を見ると、県南で65歳以上高齢化率が
45.2%と高くなっています。次いで、県北で40.9%となっており、これらの地域では、今後
若い世代の医師の確保が課題となっている。



○ 医療機器の効率的な活用に係る協議を行う区域については、外来医療計画と同様に二次医療
圏単位とする。

４ 医療機器の共同利用計画

○ 医療機器の効率的な活用に向け、医療機関が新規に対象医療機器を購入した場合には、共同
利用計画を作成し、協議の場で確認することを求めていく。

【共同利用計画への記載事項】
・共同利用の相手方となる医療機関
・共同利用の対象とする医療機器
・保守、整備等の実施に関する方針
・画像撮影等の検査機器については、画像情報及び画像診断情報の提供に関する方針

２ 医療機器の状況

CT MRI PET マンモグラフィ 放射線治療

全国 11.1 5.5 0.46 3.4 0.91

福島県 11.2 5.1 0.49 3.9 0.73

県北 10.0 5.8 0.40 4.0 0.78

県中 10.2 4.9 0.95 3.9 1.13

県南 7.3 5.5 0.68 3.6 0.67

会津・南会津 10.6 3.6 0.32 4.1 0.63

相双 11.2 5.8 0.00 4.1 0.00

いわき 16.8 5.0 0.29 3.4 0.58

圏域名
調整人口あたり台数

○ 医療機器の保有状況

○ 医療機器の効率的な活用に資する施策として、地域の医療ニーズを踏まえた地域ごとの医療
機器を可視化する指標を作成し、医療機器を有する医療機関の情報を可視化した上で、新規購
入希望者に対してこれらの情報を提供していく。

○ 医療機器の購入にあたり、共同利用計画を作成する医療機器については、CT、MRI、PET、
放射線治療（リニアック、ガンマナイフ）、マンモグラフィとする。

１ 医療機器の共同利用

※標記の「－」は台数が無い場合、「０」は台数があっても検査件数が無い場合、「＊」はデータ秘匿

○ 医療機器の配置状況を可視化するため、人口10万人あたりの医療機器台数を地域ごとの医療
需要や性・年齢構成等を勘案し指標化する。

４ 協議の場における協議事項

○ 地域で不足している外来医療機能に関する検討（初期救急医療、在宅医療、産業医、学校
医等の公衆衛生に係る医療）

○ 都道府県は、二次医療圏ごとに診療に関する学識経験者の団体その他の医療関係者、医療保
険者その他の関係者との協議の場を設け、関係者との連携を図りつつ、外来医療機能の偏在・
不足等への対応に関する事項等について協議を行い、その結果を取りまとめ、公表するものと
されている。本県では、各構想区域の地域医療構想調整会議を協議の場として設定することと
する。

３ 外来医療に係る医療提供体制に関する協議の場の設置

Ⅳ 医療機器の効率的な活用に係る計画

○ 医療機器の稼働状況

３ 医療機器の配置状況に関する指標の算定


